
松戸商工会議所
経営安定特別相談事業

講師略歴　昭和35年松戸市生まれ。東京大学経済学部経営学科卒。

日本公認会計士協会公会計特別委員会委員などの要職を歴任。税務、会計、経営指導、経営診断、

相続など、幅広い分野で活躍を続ける気鋭のスペシャリスト。全国各地の商工会議所、銀行や

企業で行っている講演やセミナーでは、実力派として定評がある。

中小企業診断士。税理士。中小企業基盤整備機構人材育成支援アドバイザー。著書多数。

役 職 電 話 番 号

受 講 者 名 Ｆ Ａ Ｘ

※参加申込：下記申込書をご記入の上、ＦＡＸにてお申込ください。

※問 合 せ：松戸商工会議所経営支援課　ＴＥＬ３６４－３１１１／ＦＡＸ３６５－０１５０

経営力向上計画作成セミナー　申込書

事 業 所 名 住 所

※持 ち 物：筆記用具、計算機、直近の確定申告書(コピー可)

　【講　師】　税理士・公認会計士・中小企業診断士　土屋　晴行　氏

　〇　自社の方向性の青写真を書いてみたい

　〇　経営に関するセミナーには参加したいが、遠くまで行くのは大変・・・

※１つでも当てはまる場合は、このセミナーへの参加をお勧めします

　〇　経営力向上計画の書き方が分かる

　〇　数値面から自社の経営状況を判断する方法が分かる

　〇　目標数値と行動計画の立て方が分かり、業績向上への道のりが見える

　〇　講師との距離が近いので、質問しやすく、理解を深めやすい

　〇　各種補助金において優先採択を受けられる

　〇　計画に基づいて設備投資を行った場合、固定資産税が３年間半分になる

　〇　日本政策金融公庫、商工中金の低金利融資、保証協会付き融資の追加保証・保証枠

　　　拡大等の資金調達支援が受けられる

　〇　業績を向上させるきっかけを作りたい

　　中小企業が設備投資や業務改善等を行う際に、｢経営力向上計画｣を作成・認定を受けると、

　補助金が受けやすくなったり、税金が減免される制度があります。

　　本セミナーでは、制度説明のほか、具体的な作成方法も解説いたします。補助金活用や節税

　などをご検討されている方、資金繰りの目途が立たないなどの理由により経営難に直面して

　１.　日　時　　平成３０年１０月１７日（水）　午後２時～午後５時

　いる方は是非ご参加ください。

　２.　場　所　　松戸商工会議所　４階中会議室（松戸市松戸１８７９－１）

　３.　受講料　　無料　　

　〇　次の補助金獲得に向けてスタートダッシュを切りたい

　〇　設備投資を検討中である

　〇　自社の経営状況を客観的に把握したい

このような経営者の方はいらっしゃいませんか？

このセミナーに出ると・・・

更に、経営力向上計画が認定されると・・・


